
　　役員の報酬額について、下記のとおりとしてよろしいかお諮りします。

記

・報酬について
報酬額　 年額　　８１０万円以内

　〔参　考〕
競走馬育成協会役員の報酬等の支給に関する規程により支給
規程抜粋（報酬額等）
　第２条　役員の報酬は本俸と役員手当とし、その月額表は別表のとおりとする。
　　　　２　前項に定める報酬のほか、役員に対しては、通勤交通費等及び旅費を
　　　　支給することができる。

別表

総会第４号議案

役員の報酬等の額について

本俸 役員手当

498,500円以内 172,000円以内

役職

副会長理事


